
　　
　　人口　　  9,807 人（△ 9）　
　　  男　　    4,708 人（ △ 2）
     　 女　        5,099 人（ △ 7）　
　    世帯　  　3,396 世帯（ ＋ 1）
   ※ 広報くにみでは住民基本台帳
　　人口を掲載しています。   

人口と世帯（平成 26 年 10 月 30 日現在）

　毎週木曜日は住民生活課戸籍係窓口業務を
午後 7時まで延長しています

　　≪窓口延長の日≫　12月 11 日、18 日、25 日
                                       　　 1 月 8 日、15 日、22 日、29 日
≪交付できる証明書等≫住民票・戸籍証明書、印鑑登録証明書
の交付、印鑑登録、戸籍の届出

※取扱いできない手続き　転入・転出・転居等の住所異動の届出、
税証明書等の交付はできません。
※詳しくは、戸籍係までお問い合せください。
問住民生活課戸籍係　☎ 585-2115

戸籍の窓口からのお知らせ
　掲載を希望されない方は、届出の際
にお申し出ください。

 広報くにみに掲載された写真を希望する方は、

企画情報課☎ 585-2927 までご連絡ください。

戸 籍 の 窓 口
10月 21 日～ 11 月 20 日受付分

●おくやみ申し上げます●

安藤　秀志さん 50（ 前 田 ）
安藤　トヨさん 90（ 前 田 ）
阿部　秋家さん 77（大木戸）
後藤クラヨさん 91（太田川）
渋谷　フサさん 83（ 上 野 ）
菊池　秀子さん 80（石母田西）
菊地　ヤスさん 92（山崎耕谷）
菊地　正明さん 77（ 第 1 2 ）
八巻きみ子さん 85（山崎北）
竹田セツ子さん 72（国見の里）
佐藤　武　さん 76（ 駅 前 ）
笠松　ウメさん 77（ 山 根 ）
阿部　吉三さん 85（泉田下）
髙橋　ユキさん 92（山崎舘）
八巻　キイさん 78（徳江北）
菊地　茂　さん 90（石母田原）
村上　吉三さん 94（ 第 9 ）

●誕生おめでとう●　

髙橋　友
ともか

香ちゃん
陽介さん　美智子さん

石川　晴
はると

大ちゃん
新一さん　まゆさん

（藤田光陽）

（藤田宮前）

木下　隼
はやと

斗ちゃん
大介さん　景子さん

（ 板 橋 ）

●結婚おめでとう●　

清野　正人さん
神田亜矢子さん （ 宮 東 ）
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を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

多
重
債
務
・
貸
金
業
に

関
す
る
相
談
窓
口

　

福
島
財
務
事
務
所
で
は
、
返

済
し
き
れ
な
い
ほ
ど
の
借
金
を

抱
え
、
お
悩
み
の
方
々
か
ら
の

相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。
抱
え

て
い
る
借
金
の
状
況
を
お
聞
き

し
、
必
要
に
応
じ
弁
護
士
・
司

法
書
士
な
ど
の
専
門
家
に
引
継

ぎ
を
行
い
ま
す
。
相
談
は
無
料

で
す
の
で
お
気
軽
に
ご
相
談
下

さ
い
。

　

ま
た
、
国
や
県
の
登
録
を
受

け
ず
に
貸
金
業
を
営
む
、
い
わ

ゆ
る
「
ヤ
ミ
金
融
」
に
は
十
分

ご
注
意
下
さ
い
。
ご
利
用
さ
れ

て
い
る
貸
金
業
者
の
登
録
状
況

に
関
す
る
問
合
せ
や
不
正
に
利

用
さ
れ
て
い
る
預
貯
金
口
座
に

関
す
る
相
談
も
受
け
付
け
て
い

ま
す
。

▼
相
談
窓
口　

福
島
財
務
事
務

所　

理
財
課　

福
島
市
松
木
町

13
の
２　

▼
受
付
時
間　

月
曜
日
か
ら
金

曜
日
（
祝
日
、年
末
年
始
除
く
）

午
前
８
時
30
分
か
ら
正
午
、
午

後
１
時
か
ら
午
後
４
時
30
分

（
原
則
と
し
て
）

☎
５
３
３
‐
０
０
６
４

（
多
重
債
務
相
談
窓
口
直
通
）

金
融
犯
罪
被
害
防
止
等

の
た
め
の
出
前
講
座

　

福
島
財
務
事
務
所
で
は
、
地

域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
や
各

種
団
体
の
会
合
な
ど
に
お
伺
い

し
、「
な
り
す
ま
し
詐
欺
」
等

の
金
融
犯
罪
被
害
に
巻
き
込
ま

れ
な
い
よ
う
、
日
頃
か
ら
注
意

し
て
い
た
だ
き
た
い
内
容
な
ど

を
、
わ
か
り
や
す
く
ご
説
明
い

た
し
ま
す
。

講
演
料
は
無
料
で
す
の
で
、
お

気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ

い
。

問
福
島
財
務
事
務
所 

理
財
課

☎
５
３
５
‐
０
３
０
３
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１
月
の
相
談
会

≪障がい者相談≫
・開催日　20 日火

・場所　　観月台文化センター

　　　　   第 2 和室

・時間　　午前 10 時から午後 4時

　※障がい者に関する様々な相談を

　　受付しますので、ぜひご利用く

　　ださい。

お
知
ら
せ

≪心配ごと相談≫
・開催日及び相談員

・場所　観月台文化センター
　　   　第 2和室
・時間　午前 9時から正午

8 日 木 冨塚美貴子 さん
瀬戸　亮子 さん

22 日 木 後藤　清一 さん
木村　正義 さん

家
屋
解
体
の
際
に
は
、

「
滅
失
届
」
を
！ 

　

 

　

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月

１
日
現
在
の
土
地
や
建
物
の
所

有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
特
に

家
屋
を
取
り
壊
し
た
際
に
は

「
家
屋
滅
失
届
」
の
提
出
が
必

要
と
な
り
ま
す
。
届
け
出
が
な

い
場
合
に
は
、確
認
が
で
き
ず
、

翌
年
度
も
引
き
続
き
課
税
さ
れ

る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん

の
で
、
ご
注
意
願
い
ま
す
。
印

鑑
を
持
参
の
う
え
、
年
内
中
の

届
出
を
お
願
い
し
ま
す
。な
お
、

法
務
局
へ
取
り
壊
し
の
登
記

（
滅
失
登
記
）
が
完
了
し
て
い

る
場
合
に
は
、「
滅
失
届
」
の

提
出
は
不
要
と
な
り
ま
す
。 

問
税
務
課
課
税
係

☎
５
８
５
‐
２
７
７
９ 

第
37
回
福
島
自
衛
隊

　
　
　
　
　
　
音
楽
祭

▼
日
時　

平
成
27
年
1
月
24
日

土
第
1
回
公
演
午
前
10
時
か
ら

（
開
場
午
前
9
時
15
分
）

第
2
回
公
演
午
後
2
時
か
ら

（
開
場
午
後
1
時
15
分
）

▼
場
所　

福
島
県
文
化
セ
ン

タ
ー
大
ホ
ー
ル

▼
入
場
無
料
（
満
員
の
場
合
入

場
制
限
あ
り
ま
す
）

▼
駐
車
場　

松
川
河
川
敷
駐
車

場（
無
料
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
有
り
）

問
陸
上
自
衛
隊
福
島
駐
屯
地
広

報
室

☎
５
９
３
‐
１
２
１
２

　
　
　
　
　
　
（
内
線
２
０
３
）

１
月
10
日
は

「
１
１
０
番
の
日
」

　
　
　
　
　
　

で
す
！

　

県
内
の
１
１
０
番
は
、
地
元

の
警
察
署
で
は
な
く
、
す
べ
て

福
島
県
警
察
本
部
内
に
あ
る
通

信
指
令
室
に
つ
な
が
る
事
件
・

事
故
専
用
の
緊
急
電
話
で
す
。

１
１
０
番
の
通
報
要
領
は
、
ま

ず
何
が
あ
っ
た
の
か
。
そ
の
場

所
は
ど
こ
な
の
か
を
教
え
て
く

だ
さ
い
。
住
所
が
分
か
ら
な
い

場
合
は
、「
コ
ン
ビ
ニ
、
会
社

等
の
建
物
名
」
を
教
え
て
く
だ

さ
い
。
あ
と
は
警
察
官
が
順
を

追
っ
て
質
問
し
ま
す
の
で
、
落

ち
着
い
て
答
え
て
く
だ
さ
い
。

※
携
帯
電
話
に
よ
る
１
１
０
番

通
報
時
の
お
願
い

○
現
場
を
離
れ
ず
に
通
報
を
か

ら
現
場
が
わ
か
ら
な
く
な
り
ま

す○
運
転
中
は
必
ず
停
止
し
て
通

報
を
か
ら
通
話
が
途
切
れ
る
お

そ
れ
が
あ
り
ま
す

○
し
ば
ら
く
の
間
は
電
源
を
切

ら
な
い
で
か
ら
警
察
で
聞
き
返

す
場
合
が
あ
り
ま
す

緊
急
性
の
な
い
相
談
、
困
り
ご

と
は
、
警
察
の
相
談
窓
口

♯
９
１
１
０
番
（
プ
ッ
シ
回
線

に
限
る
）
ま
た
は
、
☎
５
２
３

‐
３
３
１
１
に
電
話
し
て
く
だ

さ
い
。相
談
等
は
桑
折
分
庁
舎
、

駐
在
所
で
も
受
け
付
け
て
い
ま

す
。

問
福
島
北
警
察
署
桑
折
分
庁
舎

☎
５
８
２
‐
２
１
５
１

【
税
務
署
か
ら
個
人
事

業
者
の
平
成
 26 

年
分

消
費
税
確
定
申
告
に
関

す
る
お
知
ら
せ
】

 　

平
成
26
年
４
月
1
日
か
ら
消

費
税
（
地
方
消
費
税
含
む
）
の

税
率
は
８
％
で
す
。

　

平
成
26
年
分
（
平
成
26
年
4

月
１
日
を
含
む
課
税
期
間
）
の

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
確

定
申
告
書
を
作
成
す
る
た
め
に

は
、
帳
簿
等
に
お
い
て
、
課
税

取
引
を
適
用
税
率
ご
と
に
区
分

し
て
集
計
す
る
必
要
が
あ
り 

ま
す
。

【
注
意
し
て
く
だ
さ
い
】

１　

課
税
取
引
に
対
す
る
適
用

税
率
は
、

①
平
成
26
年
３
月
31
日
以
前
は 

５
％

②
平
成
26
年
４
月
１
日
以
後 

は
８
％
で
す
が
、
平
成
26
年 

４
月
１
日
以
後
に
行
わ
れ
る
取

引
で
あ
っ
て
も
、
経
過
措
置
に

よ
り
５
％
が
適
用
さ
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

２　

帳
簿
等
で
は
、
非
課
税
取

引
等
に
つ
い
て
も
区
分
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。 

消
費
税
法

の
改
正
内
容
に
つ
い
て
は
、
国

24


